
ニュージーランド・1996 年危険物質及び新生物法（HSNO 法）における

移入種影響評価の体系（注１）

　
申請者

第三者

当局（環境リスク管理局）

承認
迅速な
評価

通常の
評価

悪影響がないことなど
（注 5）を確信

迅速な評価は
望ましくない

拒否

悪影響があることな
ど（注5）を確信

要請
最低基準（注6）を満たす
かつ
リスク＜便益

承認

拒否

最低基準（注6）を満たさない、
リスク≧便益
または
情報不足

生物が環境に与
える悪影響など
の情報を含まな
ければならない

聴聞（注４）

（注１） 同法には、①放出目的の輸入、密閉状態からの放出の場合（法 34～38 条）、②密閉状態での輸入、開発、実地試験
の場合（法39～45条）、③緊急事態における放出目的の輸入、密閉状態からの放出の場合（法46～49条）、の３つの影
響評価手続が用意されている。ここでは、このうちの①の影響評価の体系を示す。

（注２）禁止リスト（法第２付則）に明記されている新生物（禁止生物）についての申請は、影響評価をおこなうまでもなく
拒否される（法25条、法50条）。

（注３）公示された申請については、何人も当局に対して書面で意見を提出することができる（法54条）。
（注４）当局が必要と考える場合、申請者が求める場合及び意見提出者が求める場合には、公開の聴聞を開催しなければなら

ない（法60条、法61条）。
（注５）法 35条（2）（3）に列記された貴重な種への悪影響など。詳細は別紙参照。
（注６）最低基準は、必ず申請を拒否しなければならない場合を示した基準（法36条）。在来種への悪影響が著しい場合など

５項目。
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